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水泳等の事故防止について（通知） 
 

日頃、児童生徒等の事故防止について、十分な準備と適切な対応をしていただき厚く御
礼申し上げます。 
さて、令和７年５月２日付け７ス庁第２７４号においてスポーツ庁次長から別添（写）

のとおり通知がありました。 

 つきましては、今夏における水泳等の事故防止のため、関係機関・団体と密接な協力の
下、下記事項及び「プールの安全標準指針」（平成１９年３月文部科学省・国土交通省策定）
（別添３）並びに「学校プールの安全管理指針」（平成１８年８月 令和６年３月 一部改訂
埼玉県教育委員会）（別添４）を参考として、地域の実情に即した適切な措置を徹底すると
ともに、衛生管理についても十分御配意をお願いいたします。 

 また、特に、緊急時にはＡＥＤが確実に使用できるように万全を期すようお願いいたし
ます。 
 なお、市町村教育委員会におかれましては、貴管下の学校（園）に周知くださるようお
願いいたします。 

 
記 

 
１ 学校水泳プールの管理の徹底 

学校水泳プールについては、「プールの安全標準指針」（平成１９年３月 文部科学省 
国土交通省策定）、「学校プールの安全管理指針」（平成１８年８月 令和６年３月一部
改訂 埼玉県教育委員会策定）における指導・改善・管理事項の徹底を図ること。 

（１）プール指導が始まるまでに、プールの水を全て抜くこと。 

（２）排（環）水口の蓋の設置の有無を確認し、蓋がない場合及び固定されていない場合
は、早急にネジ・ボルト等で固定するなどの改善を図ること。 

（３）排（環）水口の吸い込み防止金具についても丈夫な格子金具とするなどの措置をし、
いたずらなどで簡単に取り外しができない構造にすること。 

（４）プール使用時においては、排（環）水口等について、日常からの安全点検及び確認
を実施すること。 

（５）プールの水位を適切に保つように確認すること。 

 
２ 事故発生時の適切な対応とＡＥＤの使用 

各学校では、研修等において全教職員で「事故発生時の緊急対応マニュアル」を確認
し、事故の際にはそれに基づき、総力をあげて迅速で適切な対応を行うこと。 

（１）心肺停止状態の疑いのある状況では、躊躇することなくＡＥＤを使用すること。ま
た、心肺機能の回復が確認されるまで、ＡＥＤの音声指示に従うこと。 

（２）ＡＥＤの操作方法について、年度ごとに定期的な実技講習等を行い、全教職員が使
用できるようにするとともに、生徒を含めた研修会も実施すること。 

（３） ＡＥＤの設置場所を全教職員及び児童生徒が把握するとともに、設置場所を表示し、

様 



外部の方にも分かるようにすること。 

（４）定期的にＡＥＤのバッテリー、消耗品（パッド等）の点検を行い、いつでも使用可
能にしておくこと。 

（５）事故発生時には、時系列に沿って、状況や対応を正確に把握し記録を残すこと。 

 
３ スタート時の事故防止 

プールにおける事故には、スタート時に、逆さまに深く入水し、水底に頭部を打ちつ
ける事故が発生していることを念頭に置き、適切な指導を行うこと。なお、「水泳の飛び
込み事故の防止について」（スポーツ庁）のリーフレットの活用を図ること。 

（１）体育・保健体育の授業におけるスタートの指導については、学習指導要領に則して
安全に配慮した慎重な指導を行うこと。（学習指導要領においては、小・中学校及び高
等学校入学年次の授業では、飛び込みによるスタート指導は行わず、水中からのスタ
ートを指導することとしていることを踏まえること。） 

（２）部活動等においても、個人の能力に応じた段階的な取扱いを重視し、水深や水底の
安全を確かめ、入水角に十分注意するなど、安全に配慮した慎重な指導を行うこと。 

（３）入水の際、無理な息こらえや必要以上に深呼吸を繰り返し行わせたことなどによる
重大事故事例も報告されているので十分注意すること。 

 
４ 安全な水泳等の実施 
  児童・生徒の発達の段階に応じた安全な指導を徹底すること。 
（１）バディシステムの活用を図り、教師の監視や指導の役割をはっきりさせて指導に当

たるなど、安全について万全を尽くすこと。 
（２）普段使用しているプールと異なる環境で行われる授業では、水深が深く足がつかな

い児童生徒がいることも想定し、体格や泳力に応じた安全対策を講じ、十分な監視体
制・指導体制を確保し、緊急時への備えを徹底すること。 

（３）水泳等に関する事故の危険を予見し、自ら回避できるよう学校、家庭、地域におい
て適切に指導するなど安全指導の充実に努めること。 

 
５ 校（園）外における水泳実施上の留意点 
（１）水泳場の選定に当たっては、保健所その他の関係諸機関の協力を得て、農薬、油、

工場廃液、その他浮遊物等による水の汚染状況、水底の状態、潮流などを必ず事前に
調査して適切な場所を選定すること。 

（２）水泳場には、水泳区域標識、監視所、救急用具など事故防止のための施設・設備等
を整えるとともに、救急体制を確立するよう配慮すること。 

（３）校外において、集団で水泳を行う場合には、引率者や指導者の責任分担を明確にし
て、指導・監督が周知徹底されるようにすること。また、班の編成に当たっては、引
率者の指導・監督が全員に行き届く程度の人数に編成すること。 

（４）可能な限りＡＥＤを用意し、緊急時には躊躇することなく使用すること。 
（５）海、河川、用水路、湖沼池、プールなどの水難事故発生のおそれのある場所につい

ては、必要に応じて防護策、蓋、危険表示の掲示板や標識の整備、監視員の配備、巡
回指導の周知など、市町村、警察署、消防署、海上保安部署、保健所等との協力によ
り点検等を行い、事故防止のため万全の安全確保措置を講ずること。 

（６）幼児の水難事故も多く発生しているので、５（５）の事故防止措置については、幼
児の行動にも配慮した万全のものとするとともに、保護者が監督を怠ることがないよ
うに、広報等によってこの趣旨の周知徹底を図ること。 

 
６ 園児児童生徒の水難事故防止 

児童生徒の水難事故が、特に学校の夏季休業に入った直後に多発する傾向にあること
を念頭に置き、適切な指導を行うこと。 

（１）学校においては、水泳の事故防止に関する心得を十分指導すること。 
（２）ＰＴＡなどを通じて家庭にも指導の趣旨を周知するよう配慮すること。 
（３）園児児童生徒が個人やグループで水泳や水遊びに出かけるときには、必ず保護者や

水泳の熟練者と同行するよう指導するとともに、事前に行き先、帰宅の予定日時、同
行者等を家庭に知らせるよう習慣付けること。 

 



【参考資料】 
 

・「学校における水泳事故防止必携（２０１８年改訂版）」 

（平成３０年３月 独立行政法人日本スポーツ振興センター） 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/suiei2018/suiei2018_0.pdf 

 

・「水泳指導の手引（三訂版）」 

（平成２６年３月 文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1348589.htm 

 

・「学校における体育活動中の事故防止のための映像資料」 

（平成２６年３月 文部科学省） 

https://www.youtube.com/watch?v=0j-Dry4xcQ8&list=PLGpGsGZ3lmbBZpfbIZpdamkuUGAZsFHsX 

 

・「水泳の事故防止～プールへの飛び込み事故を中心に～」 

（平成２８年３月 独立行政法人日本スポーツ振興センター）
https://www.youtube.com/watch?v=MiyTSzNboTA 

 

・「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン 

【事故防止のための取組み】」（平成２８年３月） 

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/guideline 

 

・「教育・保育施設等におけるプール活動・水遊びに関する実態調査」 

（平成３０年４月２４日  消費者安全調査委員会） 

https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_003/pdf/report_0003_180424_0001.pdf 

 

 

 

 

担当 
県立学校部保健体育課 
学校体育担当    
ＴＥＬ 0 4 8 - 8 3 0 - 6 9 4 7  

Ｅmail a6960-04@pref.saitama.lg.jp 

埼玉県の目指す体育・保健体育授業 

めあてをもって進んで運動  

 仲間と学ぶ 喜びあふれる体育・保健体育授業 

県の体力向上に向けた合い言葉 

「コツコツときたえた体は たからもの」 

 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/suiei2018/suiei2018_0.pdf
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1348589.htm
https://www.youtube.com/watch?v=0j-Dry4xcQ8&list=PLGpGsGZ3lmbBZpfbIZpdamkuUGAZsFHsX
https://www.youtube.com/watch?v=MiyTSzNboTA
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/guideline
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_003/pdf/report_0003_180424_0001.pdf
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      https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/suiei2018/suiei2018_0.pdf

       

      https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/teaching_material/ 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

   

 

   

   https://www6.kaiho.mlit.go.jp/watersafety/ 

 

https://mizube-anzen.jp/ 

 



 

 

 

 

                     03 5253 4111  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

    

   

 

 

 

 

2684

kensport@mext.go.jp

2674

skikaku@mext.go.jp

3953

tiikisport@mext.go.jp

3773

stiiki@mext.go.jp

 



.

2018

30

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/suiei2018/suiei2018_0.pdf

26

https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1348589.htm

26

https://www.youtube.com/watch?v=0j-Dry4xcQ8&list=PLGpGsGZ3lmbBZpfbIZpdamkuUGAZsFHsX

28

https://www.youtube.com/watch?v=MiyTSzNboTA

(1) 

(2) 

https://swim.or.jp /assets/files/pdf/pages/about/index/g_02_2.pdf

    

26



(3) 

https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_018/ 

assets/report_018_200619_0002.pdf

 

 

 e-learning   

 

https://elearning.jla-lifesaving.or.jp/ 
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